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県立病院の経営形態の検討について 

 

１ 検討の必要性 

（１）基本的考え方 

滋賀県病院事業では、平成１８年度に地方公営企業法を全部適用し、病院事業庁長の

一定の裁量の下で、病院の運営を行ってきた。 

医療面では、３病院が待つそれぞれの強みを活かしながら、医療の高度化と質の向上

が図れてきたが、経営面では、長年にわたり厳しい状況が続いており、以下のような経営

上の課題も顕在化してきていることから、令和 4年度、経営形態のあり方について検討を

行い、見直しの要否も含めて方針を決定する。 
 

【課題】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）経営形態の検討の必要性 

①経営課題への対応 

・  これまで１５年以上にわたり、現在の「地方公営企業法の全部適用」という形態で病

院事業を行ってきたが、結果的に経営改善には至っていない。 

・  今後とも、県立病院の機能を維持し、第５次中期計画で掲げるビジョンを実現してい

くためには、現在生じている経営上の課題に対応できる経営形態のあり方について検

討し、より一層経営効率を高めていく必要がある。 

 

資料４ 

①人材面 

・   定数条例により、職員数を迅速に変更できず、医療需要の変化等に応じた柔軟な人

材確保が困難。 

・   地方公務員制度により、自由度の高い処遇や弾力的な採用方法が取れないことや、

兼業禁止により他の医療機関等での活動の自由度が低く、専門性を高める機会が少

ないことから、優秀な人材が集めにくい。 

・  経営管理や経理事務は専門性が高く、経験の蓄積が求められるが、事務系職員は、

県の人事異動によるため、継続的な育成・確保ができない。 

・   給与体系が、原則、知事部局に準じた取扱いであり、職員の能力や業績に応える処

遇が行えない。 
 

②財務面 

・  予算単年度主義により、予算の繰越や複数年度契約に一定の制約があり、医療現場

の状況に応じた柔軟な予算執行が困難。 

・  契約事務において、柔軟な運用とすることで、より企業としての経済性を発揮できる

余地がある。  
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②総務省の方針を踏まえた検討 

・  現行の総務省の公立病院改革ガイドラインでは、「地方公営企業法の全部適用によ

って所期の効果が達成されない場合には、地方独立行政法人化など、更なる経営形

態の見直しに向け直ちに取り組むことが適当である」とされている。 

また、現在、総務省において検討が行われている新ガイドラインにおいても、１２月中

旬の「公立病院経営強化に関する検討会」の中間とりまとめにおいて、４つのポイントの

一つとして「経営形態の見直し」が挙げられている。 

 ・  現在の県立病院の経営状況は、国が示す経営形態の検討が必要な状況に合致す

るものと考えられる。 

 

 ③全国的な状況 

・  こうした国の方針も踏まえ、全国の公立病院においてにも経営形態の見直しの動き

が進んでいる。 
 

 
H20総数 

(943病院) 

H21～H25 

見直し実施 

H26～H29 

見直し実施 

H29総数 

(867病院) 

地方独立行政法人化 11 53 22 90 

指定管理者制度導入 54 16 9 75 

地方公営企業法の全部適用 284 114 35 386 

民間譲渡 － 14 4 － 

診療所化等 － 30 11 － 

合計 349 227 81 551 
 

・  また、令和３年４月の総務省のアンケートによると、回答があった８５０の公立病院の

うち、経営形態の見直しを「検討中」が１５４（１８．４％）あり、今後、さらに見直しが進む

ものと思われる。 
 

○経営形態の見直しに関する取組状況          ○検討中の見直しの類型（複数回答） 

実施済み 175 19.3%  地方公営企業法全部適用 58 

枠組合意（実施中） 25 2.9% 地方独立行政法人化 81 

検討中 154 18.4% 指定管理者制度導入 51 

実施予定なし 496 59.4% 民間等への譲渡 32 

 

・  なお、都道府県立病院においては、１８都府県で２２の地方独立行政法人が設立さ

れている。（令和３年４月時点） 
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 ④先行事例における見直し効果 

・  経営形態を見直した公立病院においては、以下のような効果が発現している。 
 

○経営形態の見直しによる経営改善状況（医業収支比率） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・  また、地方独立行政法人に移行した病院に対する平成２９年のアンケートでは、以

下のような具体の見直し効果も報告されている。 
 

人材確保の事例と成果 回答率 

柔軟な人員確保や配置ができ、医療体制の強化、安定が図られた 50.0% 

医師、看護師、その他の専門職員の増員を図り、診療機能が充実した 27.1% 

専門知識を持った事務職員の採用やプロパー化等で、経営・事務部門が強化された 14.6% 

独自の組織・職制が構築できた成果 回答率 

センターや部署の新設等、独自の組織再編を行った 27.1% 

新たな人事（評価）制度の構築や、多様な勤務形態を導入した 16.7% 

機動的な組織構築が可能となり、環境の変化に迅速に対応できるようになった 14.6% 

独自の人事・給与体制の構築事例 回答率 

給与体系・各種手当の見直し、または新設をした 62.5% 

新たな人事（評価）制度を導入した 29.2% 

研修支援制度等を充実した 16.7% 

 

  

 

【増加】 

37 病院 

75.5% 

地方独立行政法人化 指定管理者制度導入 

平均 ＋4.8％改善 

【減少】 

12 病院 

24.5% 

【減少】 

3 病院 

20.0% 

【増加】 

12 病院 

80.0% 

平均 ＋10.0％改善 
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［他県の事例］ 

 

① 埼玉県立病院機構（Ｒ３．４月から地方独立行政法人化） 

・  循環器・呼吸器病センター、がんセンター、小児医療センター、精神医療センターの

４病院について検討。 

・  平成２５年度以降、収益は拡大したが、費用も増加し、赤字幅は拡大。 

・  平成３０年度に検討し、県立病院として必要な医療を提供し続けるため、４病院を

一体で独法化して安定した経営を目指すこととなり、準備期間を経て独法化。 
 

＜参考＞ 埼玉県立病院の在り方検討委員会の開催状況（平成 30年度） 

１回目 ６月 県立病院の概要、取巻く環境、役割、運営状況と今後の見通し 

２回目 ７月 各病院の課題 

３回目 ８月 各病院の課題の整理 

４回目 ９月 県立病院に最適な経営形態の方向性 

５回目 10月 委員会報告書（案）の検討 

６回目 11月 委員会報告書まとめ 

 

 

② 三重県立志摩病院（Ｒ２４．４月から指定管理者制度導入） 

・  医師数が一気に減少し、現場の負担が増加することで、医師の退職がさらに加速

するという悪循環に陥り、救急部門を維持できなくなる状況まで追い込まれたことか

ら、指定管理者制度を導入し、自治医大の卒業生が中心となって設立した公益社団

法人地域医療振興協会の指定管理となった。 

・  同法人は、救急医療を立て直すために、後期研修医を地域医療研修先として選ん

でもらえるよう、地域医療を支えるためのネットワークを拡大することにより、都市部

の医師を呼び込む体制を構築した。 
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２ 検討の進め方(案) 

（１）専門部会の設置 

当経営協議会の中に、県立病院の経営形態のあり方を検討するための専門部会を

設置し、病院経営や医療、会計などについて、専門的な見地から助言を得ながら、検討

を行う。 

 

（２）専門部会委員の選定 

専門部会の委員については、経営協議会委員から数名選任させていただくとともに、

病院経営や地域医療等の分野からも数名参画いただき、全体で６名程度の構成を想定。 

最終的な人選は、冨永会長とも相談の上、ご本人の同意を得て確定させる。 

 

（３）検討スケジュールおよび検討内容（案） 

専門部会においては、先行事例の効果や課題なども把握・検証しながら、他の経営形

態である「地方独立行政法人」と「指定管理制度」を選択肢として、現在の全部適用との

メリット・デメリットの比較、変更することとした場合の課題や対応について詳細な検討

を行い、令和４年 10月を目途に検討結果を取りまとめる。 

なお、経営協議会においても、中間時点および最終時点でご審議いただく予定。 
 

○検討スケジュール（案） 

 開催時期 検討の内容 

１回目 令和４年５月 県立病院の現状、環境、役割、課題、今後の方向性 

・３病院の現状と取り巻く状況 

・課題と取組の方向性 

２回目 令和４年７月 課題の解消に必要な要素、経営形態の比較 

・先行事例の検証 

・「独法化」「指定管理」と「全摘」との比較 

３回目 令和４年９月 最適な経営形態の検討 

・求められる役割にふさわしい経営形態の検討 

・中長期的な視点からの検討 

４回目 令和４年 10月 検討結果報告書（案）の作成 

 


